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はしがき 

行政需要の多様化・複雑化により、住民に身近な行政の果たすべき役割が増大

していく中で、地方公共団体は、人口減少・少子高齢化に伴う人材不足の深刻化、

デジタル技術の進展といった社会課題の変化に対応し、これまで以上に住民の

負託に応えられる存在に進化を遂げていくことが求められている。 

令和５年１２月に第３３次地方制度調査会においてとりまとめられた「ポス

トコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」においては、地

方公共団体の経営資源が制約される中で、質の高い行政サービスを持続可能な

形で提供していくため、デジタル・トランスフォーメーションによる地方公共団

体の業務改革や、他の地方公共団体や地域の多様な主体との連携を進めていく

必要性等が指摘されている。

さらに、昨年６月に総務省の「持続可能な地方行財政のあり方に関する研究会」

でとりまとめられた報告書においても、人材不足が深刻化する中で、地方公共団

体の行財政を持続可能なものとするため、国と地方が連携して、市町村における

各事務の処理に関する課題に応じた対応方策を検討し、これまでとは異なる新

たな視点での運用や制度の見直しの議論を進める必要性が示されたところであ

る。 

このような地方自治を取り巻く状況を踏まえ、当センターは、学識経験者の

方々にご参加いただき、今後の地方自治制度の運用上の諸課題、新たな制度改正

の展望等について自由闊達にご議論いただくことを目的として、「２１世紀地方

自治制度についての調査研究会」を設置した。 

本研究会における新しい視点からの自由な論議が地方自治制度の構築の参考

となり、地方自治の更なる発展に資することとなれば望外の喜びである。 

なお、本研究の企画及び実施に当たっては、総務省自治行政局行政課から多く

のご協力をいただいた。 

令和８年３月 

一般財団法人 自治総合センター 

理事長 岡 崎 浩 巳 
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第１回 





２１世紀地方自治制度についての調査研究会（令和７年度） 

（第１回）議事要旨 

１ 日 時  令和７年１１月２０日（木）１７：００～ 

２ 場 所  （一財）自治総合センター 大会議室 ※WEB会議併用 

３ 出席者  河合 晃一 筑波大学人文社会系准教授 

鈴木 崇弘  九州大学法学研究院准教授 

高田 倫子 大阪公立大学大学院法学研究科教授 

田代 滉貴  岡山大学学術研究院社会文化科学学域准教授 

堀澤 明生  東北大学大学院法学研究科准教授 

松本 朋子 東京理科大学教養教育研究院神楽坂キャンパス教養部准教授 

宮森 征司 新潟大学法学部准教授 

山羽 祥貴 東京都立大学大学院法学政治学研究科教授 

渡邉 有希乃 専修大学法学部准教授 

４ 概 要  

持続可能な地方行財政のあり方に関する議論について 

（事務局から資料に基づき説明） 

○ 技術系職員の配置ができていない自治体があるということに衝撃を受けた。技術系職

員に関する課題への対応として、人材のプール化や共有化ということも重要である一方、

共同処理のような仕組みも重要なのではないか。例えば、一部事務組合でインフラ系の

共同処理を行うことや、連携協約や協議会という形でインフラ系の共同処理を行うこと

は現実的にあり得る話なのか。 

○ インフラ分野の共同化を可能にする動きとして、例えば近年の道路法改正により、

道路の管理を他団体が代行できる制度が創設されるなど、個別法において制度を整備

する動きが出てきている。また、道路の維持管理の発注を県が市の分もまとめて一括

で行うなどの事例も見られる。他方、こうした例が好事例として広がっていくと、受

け手側の体制整備が課題となるのではないか。 
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○ 例えば水道法の第２条の２第２項では、水道事業の広域化について都道府県に、連

携等の推進、その他水道の基盤の強化に関する施策策定・実施の努力義務が課されて

いるが、実際どれだけ規範としての効力があるのか。 

○ 都道府県においてどのような分野で議論を行っているか聞いたところ、上下水道が

ほかの分野に比べて圧倒的に数が多かった。法律の規定だけでなく、所管省庁からの

働きかけなど様々な要因があってのことだとは思うが、一つの対応策として考えるこ

とができるのではないか。 

○ 広域化や事務の共同処理について、地域によってさまざまな状況がある中で、国とし

て全国の状況を見ながら、都道府県に対してどのように働きかけていくか、実務上のビ

ジョンはあるのか。 

○ 実際の取組につなげていくためには、押し付け的なアプローチとなることなく、自立

的に議論をしてもらうことが重要と考えている。「持続可能な地方行財政のあり方に関

する研究会」報告書における課題の認識共有や、他団体における検討状況の横展開など

を通じて、各地域において検討の座組を作ってもらうよう注力しているところ。 

○ 都道府県と市町村の関係を見ていると、どこまで情報共有ができているのか難しい面

があると感じている。まずは市町村の自主性に任せて、地域の特色、事業の性質に合わ

せて広域連携の形を考えていくというのが本筋だと思うが、そのことを前提に、都道府

県がどのように前面に出て、またいかなる役割を果たしていくのか、その辺りのバラン

スやコーディネートが難しい課題なのではないか。

○ 法改正によりマンションの管理に関する対応が原則として市の所管となり、マンショ

ン管理適正化推進計画を作成することになった。例えば宮城県だと、マンションのほと

んどが仙台市に所在している中、マンションが散在する他の市においても計画策定の必

要が生じたが、認知的な先導性を有する仙台市とは置かれている状況や体制に差がある

ことから、町村部を所管する県が、そういった市を集めて会議を開き、共同して計画を

作成するなど、調整する役割を果たした。都道府県と市町村の役割分担のモデルを考え
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るにあたってこうした事例は参考になるのではないか。 

 

○ 人口減少により市町村で事務処理が機能しない場合に、国や都道府県がどのように

関与するべきかという論点にとどまらず、地方分権改革で示された自治体の自主性や

自立性といった考え方自体を変更する必要があるのかといった、より広い射程の議論

にも及んでいるように感じた。大阪の例でいうと、大阪市では人口減少は見られず、

職員採用についても困っている状況にはないが、そうした場合でも統合の議論が生じ

る。このような事例も議論の射程に入ってくるのか。 

 

○ 小規模市町村の存続可能性の議論が、なぜ国・都道府県・市町村の役割分担の議論に

つながるのかについては、地方分権改革以降、国と地方は互いに関与せず、独立独歩で

やっていくことを良しとする「分権パラダイム」の影響が実務上も非常に大きいという

ことがある。個別法では、地方が存続できなくなっていくおそれがあることを背景に、

国が地方、県が市町村の事務処理に手を出していくための改正が見られるようになって

いるが、こうした動きを正面から評価する必要性が考えられるのではないか。 

 

○ 離島における行政サービスの維持について、職員派遣や人事交流等のソフトの対応で

済むことなのか、それとも、単に行政区画を変更すれば解決するという問題でもないが、

行政区画の変更や地域を畳むといったことまで仕組みとして考えていかなければいけ

ないのかといったことが論点となってくるのではないか。 

 

「指定地域共同活動団体」について―行政法学からの検討― 

（田代構成員から資料に基づき説明） 

○ 指定地域共同活動団体に発生する特別の地位としては市町村長に調整を求める権利

を有する程度であり、非常に私的な組織に近いという報告だったとして認識している。

すると、田代構成員がこれまで議論してきた民主的正統性論からは直接の規律対象とな

らないが、その中で公法人に求められる開放性、民主性、透明性といった要請を指定地

域共同活動団体という制度のどこに求めていくと考えるか。 

 

○ 法的な団体でない指定地域共同活動団体のプラットフォームとしてのマッチングや

コーディネートといった活動そのものに対して、開放性、民主性、透明性が求められる
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ものと考えている。 

 

○ 行政組織法学上は指定法人のような仕組みが幅広く設定されていると思うが、指定地

域共同活動団体制度は、それらとの関係でどのように整理されるか。また、指定地域共

同活動団体のプラットフォーマーとしての活動に求められる民主性についての考察に

関連して、地方自治法上の認可地縁団体に求められている民主的な運営との関係性を、

どのように捉えるべきか。 

 

○ 指定法人の議論との関係については、そこまで考えが至っておらず十分整理していな

い。認可地縁団体は、地縁を軸にした団体であり、当然に民主的な取組が求められるが、

指定地域共同活動団体はこれとは異なる方向で、プラットフォーム機能を持つ団体とい

う面から説明できないかということを試みたもの。 

 

○ 指定地域共同活動団体における具体の取組として、子ども食堂や高齢者の交流等が挙

げられたが、こうした活動が住民の生存権などに関わるものとして位置付けられる場合、

民主性や開放性の確保の重要性も議論しやすくなると思われるが、制度上どのように考

えられているか。 

 

○ 特定地域共同活動自体、様々なものが想定されていると考えており、例えば、高齢者

の買い物支援サービスを行う事業者と実際に困っている高齢者をマッチングしたり、ア

イデアを持つNPO法人同士が連携する場を作ったりなど、調整役としての役割が念頭に

置かれていると考えられる。こうした活動は、まさに生存権等に関連するものもあり得

ると思うが、他方で、イベント運営等の活動も行っていることを踏まえると、活動の規

律のあり方を考える上で基本権とは別の切り口がないかということが元々の関心とし

てあった。 

 

○ 指定地域共同活動団体が住民の利益のための団体なのであれば、本来の住民自治の考

え方に照らせば、何かしら住民の意思が反映されることが望ましいと思われる。地方公

共団体そのものと異なり制度上は住民意思を反映する仕組みがない以上、代わりにそれ

を担保する方法がありうるかが課題となるのではないか。 
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○ 指定地域共同活動団体は、地域の団体を差配して住民利益を実現する中で、地域代表

性の付与やフリーライダーの問題などが必然的に生じるが、これらの問題に正面から対

応すると、受益者から負担を徴収するための規律が必要というような話になってしまい、

もはや私的団体として構成できなくなるのではないか。本制度は、そこまでの整備が必

要とならない範囲で、私的な団体に調整役のような役割を付与する仕組みであり、フリ

ーライダーや受益と負担のずれのような問題には完全には対応できているわけではな

い、という理解である。 

 

○ 地域で協働の取組を行う際には、その主体の民主性を確保するためにも、前提として

依頼元となる包括的な地域コミュニティの存在が必要になると理解した。広島市での活

動はおそらく小学校を通じた保護者同士の交流ないし小学校の同窓生を基盤にしたコ

ミュニティと対話することで代表性を確保しているのではないか。しかし、少子化や移

住者の増加により、小学校区ベースのコミュニティに参加しにくい人たちが生まれてい

る。特に過疎地域では、こうした人たちをどう包摂していくかが論点になると思慮され

る。先の事例においてどういう課題が浮き上がっていて、どのような解決策やアプロー

チが議論されているのか。 

 

○ 本制度は、新たにコミュニティを形成するというより、地域を包括する中核的な団体

が既に存在することを前提に、その活動を支える仕組みとして構想されていると理解し

ている。したがって、そうした団体がない地域では、まずコミュニティ醸成から議論を

始める必要があり、小学校区を基盤とする広島市の例にも一定の意味がある。他方で、

既存のコミュニティに入りにくい層をどう包含するかは課題であり、実際にコミットし

やすい仕組みが整備されるかは、自治体の制度の具体化次第ではないか。 

 

○ 指定地域共同活動団体に求められる民主性は、団体内で代表者がメンバーから選ばれ

ることをもって担保され、極端に言えば大学のサークルでも実現できるレベルである。

他方で、団体の活動は公共性が高く、地域代表としての民主性がどのように担保される

のかが課題となるが、プライベートな団体である以上、議会のような民主性を要求する

ことは困難である。そこで導入されているのが開放性という視点であり、住民が団体に

いつでも参入できるという入り口があることをもって、民主性のギャップを補完してい

るのではないか。 
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○ あらゆる団体にはその活動内容に応じた規律が必要だと考えている。指定地域共同活

動団体は、言ってみればプラットフォーム的な団体であるため、開放性は当然求められ

る。一方で、民主性や透明性は、特定の主体を利するための市町村の介入を防ぐため、

最低限の要請として求められると理解している。活動内容に対応した規律という視点か

ら見れば、プラットフォームの公正性から、開放性も民主性も説明できるのではないか。 
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資  料





２１世紀地方自治制度についての調査研究会 設置要綱 

行政需要の多様化・複雑化により、住民に身近な行政の果たすべき役割が増大して

いく中で、地方公共団体は、人口減少・少子高齢化に伴う人材不足の深刻化、デジタ

ル技術の進展といった社会課題の変化に対応し、これまで以上に住民の負託に応えら

れる存在に進化を遂げていくことが求められている。

令和５年１２月に第３３次地方制度調査会においてとりまとめられた「ポストコロ

ナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」においては、地方公共団体

の経営資源が制約される中で、質の高い行政サービスを持続可能な形で提供していく

ため、デジタル・トランスフォーメーションによる地方公共団体の業務改革や、他の

地方公共団体や地域の多様な主体との連携を進めていく必要性等が指摘されている。 

さらに、本年６月に総務省の「持続可能な地方行財政のあり方に関する研究会」で

とりまとめられた報告書においても、人材不足が深刻化する中で、地方公共団体の行

財政を持続可能なものとするため、国と地方が連携して、市町村における各事務の処

理に関する課題に応じた対応方策を検討し、これまでとは異なる新たな視点での運用

や制度の見直しの議論を進める必要性が示されたところである。 

 一般財団法人自治総合センターでは、こうした地方自治を取り巻く状況の変化を踏

まえ、総務省自治行政局行政課の協力を得て、下記により学識経験者による研究会を

設置し、２１世紀における地方自治制度の運用上の諸課題、新たな制度改正の展望等

について研究することとする。 

記 

１ 研究会の名称 

  「２１世紀地方自治制度についての調査研究会」 

２ 研究の目的 

  ２１世紀における地方自治制度の運用上の諸課題、新たな制度改正の展望等につ 

いて研究し、今後における地方自治の健全な発展に資することを目的とする。 

３ 主な研究のテーマ 

・ 行政サービスの提供を持続可能なものとするための地方制度のあり方

・ 地方公共団体間の広域連携や、地方公共団体と地域の多様な主体との連携・協働

のあり方

・ 地方公共団体におけるデジタル技術の活用のあり方 など 

４ 構成員 

・ 研究会の構成員は別紙のとおりとする。

・ 研究会には、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。

５ 開催期間等 

・ 令和７年秋から開催し、令和７年度中に研究成果をとりまとめる。

・ 研究会は１ヶ月に１回程度、１回あたり２時間程度を定例とする。

資料１ 
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2025 年 11 月 20 日 

21 世紀地方自治研究会 

1 

「指定地域共同活動団体」について 

──行政法学からの検討── 

岡山大学准教授 田代滉貴 

はじめに 

１ 問題関心──地域における多様な主体の連携 

・高齢化や人口減少といった人口構造の変化が進む中、地域住民の生活を支えるサービスやインフラ等

をどのように維持していくかが大きな課題に。

→「地域における多様な主体との連携」の必要性。

「地域社会においては、行政のほか、コミュニティ組織、NPO、企業等、多様な主体によって、住民が快適で安心な暮

らしを営んでいくために必要なサービス提供や課題解決がなされているが、今後は、これまで、主として家庭や市場、行

政が担ってきた様々な機能について、これらの主体が、組織の枠を越えて、サービス提供や課題解決の担い手としてより

一層関わっていくことが必要である1」(第 32 次地制調答申) 

・地域における多様な主体との連携とは、見方を変えれば、国家が私的主体の活動を支援・助成するこ

とで「持続可能な住民サービス提供体制の構築」という政策目的の実現を図る試み。

→当該私的主体の活動をどのように規律すべきか、という点についても、個々の制度ごとに検討が必

要では？

２ アプローチ──「指定地域共同活動団体」の検討2 

・そこで本報告では、以上の問題関心に基づく検討の一環として、指定地域共同活動団体制度の考察を

試みる。

→市町村が「地域の多様な主体と連携して、地域課題の解決に取り組む団体」を指定地域共同活動団

体へと指定し、その活動を支援することをもって、各主体間が連携・協働するための環境整備を図

る制度3。地方自治法(以下、「自治法」という)2024 年改正時に創設。

⇒以下、まず本制度の全体像を概観したうえで(Ⅰ)、若干の検討を行う(Ⅱ)。

1 第 32 次地方制度調査会「2040 年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応するために必要な地方行政体制の

あり方等に関する答申(2020 年)10 頁。 

2 行政法学の観点から本制度を検討するものとして、太田匡彦「指定地域共同活動団体制度と「公共私の連

携」」有斐閣 online。 

3 原昌史「「指定地域共同活動団体制度」の創設とその活用に関する一考察」地方自治 920 号(2024 年)3 頁。 

資料３
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２１世紀地方自治制度についての調査研究会（令和７年度） 

（第２回）議事要旨 

１ 日 時  令和７年１２月９日（火）１７：００～ 

２ 場 所  （一財）自治総合センター 大会議室 ※WEB会議併用 

３ 出席者  小野 悠 豊橋技術科学大学建築・都市システム学系准教授 

河合 晃一  筑波大学人文社会系准教授 

鈴木 崇弘  九州大学法学研究院准教授 

高田 倫子  大阪公立大学大学院法学研究科教授 

田代 滉貴  岡山大学学術研究院社会文化科学学域准教授 

堀澤 明生  東北大学大学院法学研究科准教授 

松本 朋子 東京理科大学教養教育研究院神楽坂キャンパス教養部准教授 

宮森 征司 新潟大学法学部准教授 

山羽 祥貴 東京都立大学大学院法学政治学研究科教授 

渡邉 有希乃 専修大学法学部准教授 

４ 概 要  

公営企業（法）の課題―水道事業を素材として― 

（鈴木構成員から資料に基づき説明） 

○ エリア統合により地域間の価格差の可変性が認識されることで、広域での価格差の妥

当性についての議論につながることも考えられるのではないか。例えば、過疎地域だけ

を統合すると価格の高いエリアだけができてしまうので、過疎地域とそうでない地域の

組み合わせを戦略的に考え、ゲリマンダー的なことが起きないよう制度設計する必要が

あるのではないか。 

○ 別荘（セカンドハウス）に関する最高裁判決は住民票の有無という区別に合理的理

由があると理解できるが、事業統合の場合はいずれも住民であることから、この考え

方を適用することは難しいのではないか。 
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○ 設備投資をしてこなかった地域と、してきた地域では水道料金に差が出るはずで、

統合すればどちらかに不公平感が生じる。同じ住民だから統一料金にすべきだと言わ

れても納得しづらい部分があるので、この点を法的な観点から検討するにあたり、別

荘に関する最高裁判決を応用できないかと考え、取り上げたところである。 

○ 確かに自治法上の広域連携は、とりわけ各種公私連携の仕組みとの組み合わせも含

め、実際のケースを念頭に置くと、相当複雑な様相を呈し、一定の軸に即して整理す

ることには難しさがあるように思われる。提言されたスリムな法制度とは、法改正を

念頭に置いたものなのか、それとも現行制度を前提にした理論的整理や実務上のガイ

ドライン等に基づく整理を想定しているのか。 

○ スリムな法制度については、地方自治法の条文を削っていくというのが最もドラステ

ィックな案になるが、一方で、制度としてオプションが多いこと自体は望ましいことで

あるので、現実的には、１人でも使えるようなガイドラインを示すことが最も有効では

ないか。 

○ 公公連携は広域連携を指していると思うが、公公連携と公私連携が択一関係か共存関

係かという点について、行政法学上どのような問題として位置づけられるのかがイメー

ジできていない。水道事業において、公公協働と公私協働のどちらを選ぶか、あるいは

両立し得るかが問題となるのはどういった場合なのか。 

○ 法的問題というより実務上の相談として、現場から「どちらを選べばよいのか」とよ

く問われる。少なくとも現状は法的に決められる話ではないため、実務上のアドバイス

として「どちらかではなく両方使いましょう」というのがこの点の趣旨である。 

○ 判例のポイントは別荘住民について、費用面では常時給水義務のために設備投資が発

生するのに、収入面では年間を通じて居住して利用料金を負担する通常の住民に比して

割に合わないという点のように思われる。そうすると、事業合併で入ってくる住民は通

常の住民と同様の費用収入構造であるため、過去の設備投資の懈怠による問題点は合併

時に持参金的に整理することはあり得ると思うが、別荘住民のようなロジックは立てづ

らいのではないか。 
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○ 公営企業が消滅すれば、公営企業法も消滅するという指摘について、法律を残すため

に制度を維持すべきという発想にはやや違和感があるが、この辺りはどのように理解す

ればよいか。 

○ 公営企業が消滅すれば公営企業法も不要になるというのはご指摘のとおりである。こ

こでは、水道法６条が公営企業による水道事業を前提としていることを踏まえ、公営企

業が消滅しかかっている現状を何とか立て直せないかという趣旨で、公営企業を支える

法制度を構築できないかということを問題提起したものである。 

大都市における行政課題への対応に関する議論について 

（事務局から資料に基づき説明） 

○ 都道府県と並列する特別市制度を作るのはデメリットが大きいのではないか。例えば

都市計画について、人が集まっている地域が抜けると財源も減り、残る都道府県として

は新たに人やお金が集まるエリアをつくらなければならない。そうなると、都市計画マ

スタープランや都道府県・市町村の都市計画にも影響が及び、結果としてマクロレベル

のまちづくりに相当の影響が出てくるのではないか。 

○ 指定都市が特別市として都道府県から独立した場合、例えば、特別市が行う都市計画

事業の認可を誰が担うのかという問題が生じる。また、都道府県から独立することで、

より広い範囲で広域調整が必要になる可能性があり、都市圏全体としての調整主体をど

うするのかという論点が出てくることはあり得るのではないか。 

○ 特別市が独立した場合、地方交付税はどう扱われるのかが気になっている。特別市が

不交付団体となることで、都道府県が担ってきた再分配機能が弱まり、財源には限りが

ある中で、全体として交付税の再分配効果は低下するおそれがあるのではないか。 

○ 特別市が独立しても不足分は地方交付税で補えるという指定都市側の主張があるが、

交付税で見てもらえるのは減収額の75％までで、残る25％の留保財源の減収分は補填さ

れない点が問題になる。また、交付税総額は限られており、制度設計次第では財源を圧

迫するという指摘もある。 
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○ 「特別市」移行の要件・手続について、大都市住民だけが住民投票の権利を持ち、希

望すれば独立できるものなのか、そもそも住民投票で決めてよい性質のものなのかが気

になっている。1947年に特別市制度が廃止された際の議論や、当時の要件・手続はどの

ようになっていたのか。 

○ 住民投票の範囲について、過去の特別市制度では、特別市を指定に当たり法律で住民

投票が必要とされていた。当初は市の範囲だったが、残存する地域への影響が大きいた

め都道府県単位に改正された。新たな制度として特別市構想を議論する場合も、過去の

経過や残存する都道府県への影響を踏まえて検討する必要があるのではないか。 

○ 特別市構想について、指定都市の中でも都市によって立ち位置はかなり異なると感じ

ている。例えば、周辺の自治体からも通勤可能であるような都市と、周辺の自治体から

人を吸い上げる状況になっている都市とでは、県との関係でも利害対立の生じやすさが

異なり、制度に対する温度感は異なるのではないか。 

○ 大都市圏における緩やかな広域連携として、観光は重要なテーマの一つではないかと

思っている。韓国の済州やドイツのハンブルクなど、観光産業に着目しているところも

一定数あるようである。日本で圏域単位での連携を検討する際、観光については一般的

にどのように捉えられているのか。 

○ 大都市における行政課題への対応に関するワーキンググループの議論では、観光はテ

ーマとして挙がっていなかったが、観光分野自体は、法制度の規律も多くなく、絶対や

らなければいけない事務ではないからこそ、一番連携しやすい分野とも言えるのではな

いか。 

○ 特別市構想を検討する中で、スピルオーバーの議論がどうされていたのか気になって

いる。便益と負担の不一致といったことを考えると、大都市地域で一体的に処理するこ

とが必要な行政サービスを広域自治体である都が行い、さらに特別区全体での財政調整

制度を持つ東京都の特別区制度、あるいは大阪都構想といった考え方が対応策として当

てはまるように思えるが、特別市を推す指定都市の考えや、ワーキング内での議論はど
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のようなものだったのか。 

○ 指定都市側は、指定都市の住民は多くの県税を納めているが、それが指定都市域にあ

まり還元されていないのではないかということを主張している一方、県側は、税金は受

益と負担が一対一の関係にあるものではなく、いろいろな人から集めて必要な場所に幅

広く投資される性質のものだと反論している。 

○ 都道府県内部において大都市は「稼ぎ頭」であり、昼間人口にも行政サービスを提供

したり、大都市以外の地域に対して大都市地域の富を再分配したりする必要がある。こ

うした大都市特有の困難に対する解決手段として、大都市で独立していくか、広域的に

都市経営を実施することで受益と負担の地理的範囲を一致させていくかの二つの選択

肢があり、日本ではこれまで、広域連携で調整する方向が採られてきたと理解している

が、現時点で、特別市構想と広域連携は両立可能なものとして捉えられているのか。 

○ 特別市と広域連携は二者択一ではなく、同時に発動する可能性もあり得る。例えば特

別市ができた場合でも、残存部に対し水平連携のような形で支援することも考えられる。

ただし、県という調整主体がいなくなり、対等な関係で特別市と県が分かれたとき、水

平連携の調整が可能かということについては課題があるのではないか。 

○ 特別市と都道府県が並列する場合も、何らかの広域的な調整は必要と思うが、その調

整の役割を国が担うということを考えた場合に、地方自治法上の「国の関与」を強化す

る方向もあり得ると考えるが、これについてワーキング内で議論はあったのか。 

○ 関与という視点で議題があったわけではないが、特別市と県という広域自治体同士の

調整が必要になった場合、第三者として国が調整役を担う可能性についての指摘はあっ

たが、こうした仕組みについては、これまで自治体が自ら決めていたところに国が入っ

てくることの是非などが論点になり得るのではないか。 
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令和 7年 12月 9日 

1 

公営企業（法）の課題 

――水道事業を素材として―― 

九州大学大学院法学研究院 鈴木崇弘 

はじめに 

一 水道事業の課題 

（一）令和 4年度の経営状況1 

上水道事業 1310事業中 189事業（14.4%）が赤字 

簡易水道事業 467事業中 29事業（6.2%）が赤字 

（二）管路更新2 ―― 令和 3年の更新率を元にすると 150年必要3 

（三）技術職員 ―― 漸減4 

二 水道事業（公営企業）の課題5 ―― 持続可能な事業実施6 

（一）財政面に関する課題 

人口減少に伴う料金収入の減少、国・地方の財政難、水道施設の老朽化に伴う更新投資の

増大に対し、どのような法的支援を行うか。 

1 総務省自治財政局公営企業経営室準公営企業室「公営企業としての上下水道事業の現状と

課題」（2024年 9月 27日）（https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/00176940

0.pdf）3頁。

2 2025年 11月 24日、沖縄県において水道管が破裂し、広域断水が生じている。同断水は、

同月 26日午後までに解消したようである。日本経済新聞「沖縄県、広域断水が全面解消 最大

19万世帯超に影響」（2025年 11月 26日）（https://www.nikkei.com/article/DGXZQOJC266WJ0W

5A121C2000000/）。 

3 総務省自治財政局公営企業経営室準公営企業室・前掲註（1）3頁。 

4 総務省自治財政局公営企業経営室準公営企業室・前掲註（1）9頁。 

5 総務省自治財政局公営企業経営室準公営企業室・前掲註（1）25頁。 

6 持続可能な事業実施に向けた取組の事例につき、厚生労働省医薬・生活衛生局水道課「令

和 2年度水道事業の統合と施設の再構築、水道基盤強化に向けた優良事例等調査一式（広域連

携及び官民連携の推進に関する調査）」（2021年 3月）（https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/w

atersupply/stf_seisakunitsuite_bunya_topics_bukyoku_kenkou_suido_shingi_kanmin_00009.

html）、 厚生労働省医薬・生活衛生局水道課「令和 4年度水道の基盤強化に向けた優良事例等

調査（広域連携の推進に関する調査）報告書」（2023年 3月）（https://www.mlit.go.jp/commo

n/830005052.pdf）、総務省自治財政局公営企業課「公営企業の持続可能な経営の確保に向けた

先進・優良事例集」（2025年 4月）（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei/k

eiei-jirei.html） 

資料１
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（二）物的資源に関する課題 

水道施設の老朽化に対し、どのような法的支援を行うか。 

（三）人的資源に関する課題 

人材確保、技術承継に対し、どのような法的支援を行うか。 

三 公営企業法の課題 ―― 水道事業の課題解決に資する法システムの提供 

公営企業が消滅すると、公営企業を統制する法（公営企業法7）も消滅する関係にあるた

め、公営企業が存続できるような法制度を整える必要がある。ここから、現行法に問題はな

いか、現行法をどのように改善すればより良く公営企業を法的に支援できるか、ということ

が公営企業法の課題。 

→ 本稿は差し当たり、水道事業に纏わる幾つかの紛争を素材として、現行法の問題点を

検討する。 

7 なお、類似の概念として「公企業法」がある。すなわち、山田幸男『公企業法』（有斐閣、

1957年）1頁は、「公企業法」を、「『直接社会公共の利益（公共の福祉）を目的とする非権力的

行政作用』（作用的概念）の全てを内容」とする公企業に関する法と定義する。 

この「公企業法」と比較すると、公営企業法は、公共の福祉を目的とする権力的・非権力的

行政作用の全てを内容とする、主として地方公営企業法で問題となる公営企業法に関する法と

定義することが出来る。この定義を前提とすると、公営企業法は、作用的概念という観点にお

いては、公企業法よりも対象が広く、他方、組織という観点においては公企業法よりも対象が

狭い。 
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一 水道事業に関する法令 

一 水道事業に関する法令の多様性 

水道事業には、水道法、地方自治法（以下「地自法」という）、地方公営企業法（以下「地

公企法」という）、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（以下

「PFI法」という）等が多層的に適用される。このため、水道事業に関する法的仕組みは複

雑であり、一見すると不明瞭である。 

（一）水道 

地方公共団体により設置する「水道」（水道法 3条 1項）は、「公の施設」（地自法 244条

1項）である。 

（二）水道事業 

水道事業（水道法 3条 2項）の中でも、地方公共団体（地自法 1条の 3第 1項）が実施す

る水道事業は、地方公営企業（地公企法 2条 1項）である。 

（三）水道事業者 ―― 市町村経営原則 

（1）水道法上の原則・例外 

水道事業者（水道法 3条 5項）は、原則（水道法 6条 2項）、市町村（地自法 1条の 3第

2項）である。ただし例外的（水道法 6条 2項）に、都道府県（地自法 1条の 3第 2項）8、

特別地方公共団体である一部事務組合及び広域連合（地自法 1条の 3第 1項・第 3項、284

条）、私的主体、公私協働組織が水道事業者になり得る。 

（2）水道法 2条の 2第 2項 

水道法 2条の 2第 2項は、都道府県に、都道府県「の区域内における市町村の区域を超え

た広域的な水道事業者等の間の連携等（水道事業者等の間の連携及び二以上の水道事業又

は水道用水供給事業の一体的な経営をいう。以下同じ。）の推進」する努力義務を課す。更

に、現状では水道広域化等が進められつつある（後述）。 

このような現況に鑑みると、水道法 6条 2項の原則・例外関係は、遠からず逆転するので

はないか。仮に逆転するならば、水道法 6条 2項の市町村経営原則が、公営企業としての水

道事業の持続可能性に大きな影を落とすことにならないか？ 

8 水道事業において都道府県を どのように位置付けるかにつき、厚生科学審議会（水道事業

の維持・向上に関する専門委員会）「第４回水道事業の維持・向上に関する専門委員会 資料１

－２：広域連携の推進について」（2016年 7月 20日）（https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shin

gikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000130623.pdf）。 

県が水道事業を実施する例として、長野県企業局（https://www.pref.nagano.lg.jp/kigyo/inf

ra/suido-denki/suido/suido/index.html）。 
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（四）料金 

水道料金（水道法 14条 1項）は、公の施設の利用に関する使用料（地自法 225条、244条

の 2第 1項）である。この水道料金は、適正な原価に照らし公正妥当なものであり（水道法

14条 2項 1号、地公企法 21条 2項）、平等原則に反しない（水道法 14条 2項 4号）必要が

ある。 

（五）水道施設の維持・修繕 

水道事業者は、水道施設の維持及び修繕を義務付けられている（水道法 22 条の 2、水道

法施行規則 17条の 2）。 

（六）公公協働・公私協働 ―― 水道事業の持続可能性を高めるための法的仕組み 

水道事業のうち、給水人口規模が 3万人以下の小規模な事業体が約半数（49.9%）である

9。これらの小規模事業体においては、水道事業を円滑に進めることが財政上・技術上困難

な場合がある10。これらの困難を解消するために、公公協働や公私協働が活用されている。 

 

二 公公協働の類型11 

（2）市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の連携等 

「水道事業者等の間の連携等」とは、水道事業者等の間の連携及び 2以上の水道事業又は

水道用水供給事業の一体的な経営をいう。具体的な「水道事業者等の間の連携等」の形態と

しては、事業統合、経営の一体化（同一の経営主体が複数の水道事業等を経営）、管理の一

体化（水質管理、施設の維持管理又は事務の共同実施や共同委託、会計システムの共同化

等）、施設の共同化（浄水場、配水池、水質検査施設の共有又は共同設置）、地自法第 252条

の 16の 2に定める事務の代替執行、技術的支援、人事交流等が考えられる。市町村の区域

を超えた広域的な水道事業者等の間の連携等については都道府県に係る責務とされ、市町

 

9 総務省自治財政局『令和 5年度地方公営企業年鑑 第 71集』（https://www.soumu.go.jp/ma

in_content/001003683.pdf）50頁  

10 水道事業の課題につき参照、正木宏長「水道事業の民間化の法律問題――行政契約の現代

的展開――」立命館法学 317号（2008年）1頁（3頁以下）、厚生労働省健康局水道課「民間活

用を含む水道事業の連携形態に係る比較検討の手引き」3頁以下（2008年 6月）、厚生労働省健

康局「新水道ビジョン」5頁以下（2013年 3月）、滝沢智「迫りくる水道事業の経営危機を乗り

越えるために」公営企業 47巻 7号（2015年）5頁。 

11 水道広域化に関する資料として、差し当たり参照、社団法人日本水道協会「水道広域化検

討の手引き――水道ビジョンの推進のために」（2008年）（https://www.env.go.jp/content/90

0546032.pdf）、国土交通省水管理・国土保全局水道事業課「水道広域化推進プラン」（https://

www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/stf_seisakunitsuite_bunya_0000087512_00001.htm

l）所収の各種資料、総務省自治財政局公営企業経営室・準公営企業室「上下水道の広域化等の

現状」（2024年）（https://www.soumu.go.jp/main_content/000984523.pdf。 
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村の区域内における水道事業者等の間の連携等については市町村に係る責務とされてい

る。12 

（一）一部事務組合13・広域連合14（地自法 284条） 

事業統合（香川県広域水道企業団）の場合は、水道事業者が一つとなる。 

経営の一体化（大阪広域水道企業団）の場合は、経営主体は同一であるが、水道事業者は

複数存在する。 

（二）協議会の設置 ―― 地自法 252条の 2の 215 

（三）事務の委託 ―― 地自法 252条の 1416、水道法 24条の 317（「権限の委任」） 

「事務の委託」は、行政主体間の行政契約である18（地自法 252条の 16が、事務の委託

（行政契約）に関する特別な効果を定める）。 

事務の権限及び責任は、委託者から受託者に移動する。事務処理の基準も、受託者の基準

を使用する。委託者の議会は、受託者を（間接的にも）監督することが出来ない。 

※水道法 24条の 3に基づく「水道の管理に関する技術上の業務」の委託においては、水

 

12 水道法制研究会『水道法逐条解説〔第 5版〕』（日本水道協会、2021年）97頁。 

13 一部事務組合（地方自治法 284条 1項、地方公営企業法 39条の 2第 1項）として水道事

業を行う例として、中空知広域水道企業団（平成 18年 4月）、岩手中部水道企業団（平成 26年

4月）、秩父広域市町村圏組合（平成 28年 4月）、群馬東部水道企業団（平成 28年 4月、令和 2

年 4月）、大阪広域水道企業団（平成 29年 4月、平成 31年 4月、令和 3年 4月）、香川県広域

水道企業団（平成 30年 4月）、田川広域水道企業団（平成 31年 4月、令和 5年 4月）、佐賀西

部広域水道企業団（令和 2年 4月）、磯城郡水道企業団（令和 4年 4月→奈良県広域水道企業団

へ）、奈良県広域水道企業団（令和 7年 4月）。 

14 広域連合（地方自治法 284条 1項、地方公営企業法 39条の 2第 6項）として水道事業を

行う例として、かずさ水道広域連合企業団（平成 30年 4月）、広島県水道広域連合企業団（令

和 5年 4月）。 

15 近時の事例として、新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、戸沢村による

協議会の設置。参照、人口減少社会等における持続可能な公営企業制度のあり方に関する研究

会「事務の共同処理などによる自治体間の連携方策について」（2021年 2月 19日）（https://w

ww.soumu.go.jp/main_content/000735895.pdf）4頁。 

16 近時の事例として橿原市上下水道部・大和高田市上下水道部お客さまセンターによる共同

委託。参照、人口減少社会等における持続可能な公営企業制度のあり方に関する研究会・前掲

註（15）5頁。 

17 近時の事例として、宗像地区事業組合における給水に関する業務等（宗像地区事業組合と

北九州市）。参照、北九州市上下水道局計画課「宗像地区事務組合水道事業包括業務委託」（201

9年 12月 13日）（https://www.mlit.go.jp/common/830005526.pdf）。 

18 芝池義一『行政法総論講義〔第 4版補訂版〕』（有斐閣、2006年）241頁以下、宇賀克也

『行政法概説Ⅰ〔第 8版〕』 （有斐閣、2023年）442頁。 
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道の管理に関する技術上の業務については委託者（水道事業者）から受託者に事務の権限及

び責任が移るものの、給水契約に基づく給水義務等は依然として委託者（水道事業者）に存

続する。 

（四）事務の代替執行19 ―― 地自法 252条の 16の 2（「権限の代理」） 

事務の権限及び責任は、被代替執行者に留保される。事務処理の基準は、被代替執行者の

基準を使用する。被代替執行者の議会は、被代替執行者を監督することにより、間接的に代

替執行者の事務遂行を監督することができる。 

（五）私法上の契約 ―― 地方自治法、水道法に基づかない協議会の設置20等 

三 公私協働の類型 ―― 水道法 24条の 3、地自法 244条の 2第 3項以下、PFI法 

（一）事務の委託 ―― 水道法 24条の 3 ※上述 

（二）指定管理者 ―― 地自法 244条の 2第 3項）21 

なお水道事業全体に対して指定管理者制度を用いる場合は、当該指定管理者が水道事業

者になり、又、水道法 8 条 1 項 4 号によって同一給水区域に水道事業者が重複することが

許されないことから、市町村は水道事業を廃止しなければならない22。 

19 近時の事例として、天龍村における簡易水道再編事業に係わる事務（天龍村と長野県）、

宗像地区事業組合における給水に関する業務等（宗像地区事業組合と北九州市）。参照、https:

//www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/stf_seisakunitsuite_bunya_topics_bukyoku_kenk

ou_suido_shingi_kanmin_2017_index_00005.html所収の、⻑野県企業局⽔道事業課⻑⽵花顕宏

「天⿓村の簡易⽔道に係る事務の代替執⾏について――（県内市町村等⽔道の持続可能な経営

に向けて）」（2020年 2月 14日）（https://www.mlit.go.jp/common/830005502.pdf）、北九州市

上下水道局計画課・前掲註（17）。 

20 近時の事例として、狛江市、小金井市、八王子市、昭島市、調布市、国立市、東久留米市

による公営企業会計システムの共同調達に関する地方自治法外の協議会の設置。参照、人口減

少社会等における持続可能な公営企業制度のあり方に関する研究会・前掲註（15）6頁。 

21 沿革等につき、参照、稲葉馨「公の施設法制と指定管理者制度」法学 67巻 5号（2003

年）685頁。  

22 鈴木崇弘「ドイツ水道法制における民間委託の統制（1）――行政契約の活用に留意した

分析」自治研究 93巻 3号（2017年）112頁（113頁）。 

水道事業者（水道法 3条 5項）とは「施設の所有の有無を必ずしも問わず、施設利用の権限

を有し、水道により水を供給し、その対価として水道料金を収受する者」（日本水道協会「水道

事業における民間的経営手法の導入に関する調査研究報告書」（2006年）（https://www.soumu.

go.jp/main_sosiki/c-zaisei/suidou/060721_houkoku_mokuji.html）54頁）である。ここか

ら、水道事業全体に対して指定管理者制度を用いれば、当該指定管理者が水道事業者に該当す

ることになる。  
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（三）PFI法 

（a）選定事業（PFI法 2条 4項） 

（b）公共施設等運営事業（PFI法 2条 6項） 

（四）私法上の契約 ―― 従来型業務委託23 

四 公公協働と公私協働の関係 

（一）問題の所在 ―― 公公協働と公私協働とは二者択一の関係か、共存関係か？ 

（二）小規模水道事業者と公公協働・公私協働 ―― 車の両輪 

小規模水道事業者の場合、事業を実施するために公私協働をせざるを得ない。ただし、公

私協働においては公共団体による私の監督が重要である（いわゆる「遂行責任24」、「保障責

任25」、「捕捉責任26」）。というのも、例えば、公私協働において依然として公共団体が水道

事業者である場合27、末端消費者との関係では、私的主体ではなく公共団体が、常時給水義

務を負うからである（水道法 15条 2項）28。 

ただし、小規模水道事業者の場合、自らの職員が存在しない（存在しても少ない）ことが

多い。このような場合には、公共団体による私的主体の監督を十全に行うことはできない29。

ここから小規模水道事業者は、（自らの職員を育成するのに多大な時間を要することから

も）、公私協働を担保するためにも公公協働をせざるを得ないのではないか。 

→ 公公協働と公私協働とを同時並行で実施するのが望ましいのではないか？

23 参照、日本水道協会・前掲註（22）14頁以下。 

24 板垣勝彦『保障行政の法理論』（弘文堂、2013年）57頁。 

25 板垣・前掲註（24）58頁。 

26 板垣・前掲註（24）58頁。 

27 水道法 24条の 4に基づく、公共施設等運営事業（PFI法 2条 6項。いわゆる地方公共団

体事業型コンセッション方式）の場合等。 

28 この他、例えば指定管理者を用いる場合も同様である。というのも指定管理者が適正に管

理しない場合、地方公共団体の長は地自法 244条の 2第 10項に基づき必要な指示をすることが

できるところ、当該指示に関する裁量が基本権保護義務等により収縮すれば当該指示を行う義

務が地方公共団体の長に課される。 

29 例えば、松田健司「持続可能な地方行財政のあり方に関する議論について」14頁では、

ある人口約 5万人の市においては、「下水道の維持管理については、6名（全て一般行政職）で

担当しており、管路の点検は一部事業者に委託して実施しているが、専門的な理解が困難な部

分がある。」という事例が紹介されている。 
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二 公公協働・公私協働に共通する問題 

監督 終了 

公

公

協

働 

一部事務組合 

広域連合 

議会 

（構成員につき規約） 

地自法 288条 

協議会 規約 地自法 252条の 6 

事務の委託 規約（地自法 252条の 15） 地自法 252条の 14第 3項 

水道法 24条の 3第 6項 

→水道法 36条 2項、39条

契約（水道法施行令 9条 3号ロ） 

事務の代替執行 規約（地自法 252条の 16の 3） 地自法 252条の 16の 2第 3項 

契約（私法） 契約 契約 

公

私

協

働 

事務の委託 水道法 24条の 3第 6項 

→水道法 36条 2項、39条

契約（水道法施行令 9条 3号ロ） 

指定管理者 地自法 244条の 2第 10項 

協定（契約？附款？） 

地自法 244条の 2第 11項 

協定（契約？附款？） 

選定事業 事業契約 

公共施設等運営事業 PFI法 28条 

公共施設等運営権実施契約 

PFI法 29条 

公共施設等運営権実施契約 

契約（私法） 契約 契約 

行政法学の観点からは、上述した法的仕組みの優劣を決することは勿論出来ない。又、上

述した法的仕組みを地方公共団体が採用する場合に住民をどのように説得するか、という

ことについても行政法学はほとんど知見を持たない（公聴会の開催義務を法律上課した方

が良い等を言えるくらいであろうか。）。 

他方、行政法学の観点から上述した法的仕組みの問題点は指摘することが出来るため、以

下検討する。 

一 事業の開始 ―― 意思決定機関の構成、指揮監督権の設定 

意思決定機関をどのように構成するか、誰にどのような指揮監督権（影響力）を保有させ

るか等は、公公協働であれ、公私協働であれ問題になり得る。これらは、法令、団体の規約

または協定（行政契約）において定められる。 
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二 料金 ―― 水道法 14条 2項 1号・4号との関係30 

公公協働であれ、公私協働であれ、総括原価方式（水道法 14条 2項 1号・3項、水道法

施行規則 12条 1号）、平等原則に基づく水道料金の設定（個別原価）が問題になる。 

（一）事業統合 ―― 個別原価 

公公協働の中でも事業統合の場合、従前の各自治体における料金や設備投資状況を踏ま

え、経過措置として一定期間あるいは永続的に旧水道事業毎に料金を設定するか、それとも

新事業一律の料金を設定するかが問題となる。 

（二）公私協働 ―― 総括原価方式と私的主体の利益追求との調整 

私的主体は営利の追求を目的とする。ここから公私協働の場合、私的主体による営利の追

求との調和が図られた水道料金を設定することが出来るか、ということが問題となる。しか

しながら総括原価方式（供給原価＋適正利潤）を水道法が採用する以上、私的主体は、水道

事業単体では営利を追求することが難しいと考えられる31。 

三 人的資源の確保 

公公協働であれ、公私協働であれ人的資源の漸減に対応することが問題となる。地方公務

員の雇用を除き、対応策32としては、比較的余裕のある公共団体からの職員派遣（地自法 252

条の 17）、外部委託が考えられる。後者の外部委託では、どのような契約（協定）を締結す

るかが問題となる。 

四 事業の監督・終了 

事業が失敗しそうな場合に誰に介入権限を与えるか（遂行責任、保障責任）、事業が失敗

した場合にどのような後処理を行うか（捕捉責任）等は、公公協働であれ、公私協働であれ

問題になり得る。 

30 平成 30年水道法改正以前の資料ではあるが有益なものとして、第 7回水道ビジョン検討

会「追加説明資料 2 水道料金について」（https://www.mlit.go.jp/common/830002440.pdf）。 

31 私の利益追求により公私協働が破綻した古典的な事例として、ポツダム市やベルリン市州

の水道事業を挙げることが出来る。参照、ハルトムート・バウアー、矢島聖也（訳）「公共化の

実際と指針」阪大法学 68巻 5号（2019年）1073頁（1076頁以下）。 

水道料金のように料金が法定されている場合、ことさらに私的主体が公私協働に参入し難く

なることを指摘するものとして、板垣勝彦「指定管理者制度 15年の法的検証」横浜法学 28巻

1号（2019年）27頁（39頁）。 

32 ドイツにおける人材確保の実践につき、鈴木崇弘「ドイツ上下水道事業の現状に関する実

態調査」（https://www.jfm.go.jp/support/research/n9at5c000000039b-att/a1758688492707.p

df）18頁以下。 
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これらの事項については、次の三つが問題となる。 

第一に、法令上、行政にどのような事業監督・事業終了権限が設定されているか、という

問題である。更に法令上、行政に権限が設定されている場合は、当該権限を行使できるか（羈

束か裁量か）、が問題となる。 

第二に、とりわけ地方自治法や水道法に基づかない協定にもとづく公公協働・公私協働に

おいては、契約（協定）において行政にどのような事業監督・事業終了権限を設定するか、

という問題である。 

第三に、行政が権限の行使を怠る際、末端消費者が訴訟等を通じて権限行使を促すことが

出来るか、ということが問題となる。 

五 本稿の課題 

公営企業法という参照領域を設定する場合、上記の課題はいずれも重要である 

→ ただし、いずれも綿密な検討を要する。ここから、本稿では、主として公私協働にお

ける料金、行政契約及び事業の終了に焦点を当てることとする。 
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三 水道料金 

一 問題の所在 ―― 水道法 14条 2項 1号（総括原価方式）、4号（平等原則） 

（一）公公協働における水道料金の設定 

事業統合が行われる場合、統合前の各水道事業では人件費や設備費等の諸条件が異なる

ため、水道料金が水道事業毎に異なることが一般的である。そこで、統合後の新水道事業に

おいて、これらの異なる料金を直ちに統一しなければならないのか、あるいは従前の料金水

準を一定期間維持することが許容されるのか、ということが問題となる33。 

（二）公私協働における水道料金の設定 

公私協働における水道料金の設定では、とりわけ水道法 14条 2項 1号の「健全な経営を

確保することができる公正妥当なもの」要件が問題となる。 

三 水道法 14条 2項 4号 ―― 平等原則 

（一）立案担当者の見解 

（四）差別的取扱いの禁止（4号） 

本号は、水道の利用関係における公平の原則を定めたものである。法の下の平等と同じ精

神であり、地方公共団体の公の施設としての水道の利用については、地方自治法第 244条第

3項に同様の規定がある。本号の規定は、特定の需要者に対する不当な差別を禁じたもので

あって、正当な理由に基づいて格差をつける場合、例えば、用途別料金体系において一般用、

営業用等に区別し、又は口径別料金体系において量水器の口径差に応じて格差を設け、ま

た、従量料金においてその地域の将来の水需給の状況等を勘案して段階別逓増料金を設定

する等合理的な理由に基づく場合には、不当な差別的取扱いには該当しない。 

これに対して、同一の水道事業の給水区域において、新たに拡張した地区の工事費を勘案

してその地区の料金を割高に設定したり、他の市町村の区域をも含めて給水したりする場

合に、市外給水と称して割高の料金を設定する等は差別的取扱いに該当する。 

料金及び給水装置工事の費用のほか、水道の需要者が負担すべき費用がある場合は、その

金額が、合理的かつ明確な根拠に基づき設定されたものでなければならない（規則 12条の

4第 2号）。34 

（二）最二小判平成 18年 7月 14日民集 60巻 6号 2369頁 

一般的に、水道事業においては、様々な要因により水道使用量が変動し得る中で最大使用

33 実際に広域連携がなされた後に水道料金がどのように変化したかについては、上下水道政

策の基本的なあり方検討会「第 4回 上下水道政策の基本的なあり方検討会会議資料 2 上下

水道の広域連携に関する今後の政策の方向性について」（2025年）（https://www.mlit.go.jp/m

izukokudo/sewerage/content/001890133.pdf）18頁 。 

34 水道法制研究会・前掲註（12）309頁。 
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量に耐え得る水源と施設を確保する必要があるのであるから、夏季等の一時期に水道使用

が集中する別荘給水契約者に対し年間を通じて平均して相応な水道料金を負担させるため

に、別荘給水契約者の基本料金を別荘以外の給水契約者の基本料金よりも高額に設定する

こと自体は、水道事業者の裁量として許されないものではない。しかしながら、前記事実関

係等によれば、旧高根町の簡易水道事業においては、平成 8 年度において、水道料金を年

間 50 万円以上支払っている大口需用者が 29 件あり（記録によれば、これらの大口需用者

はいずれも別荘以外の給水契約者であることがうかがわれる。）、その年間水道使用量は同

町の簡易水道事業における総水道使用量の約 20.3％に当たり、一方、別荘給水契約者の件

数は 1324件であり、その年間水道使用量は同町の簡易水道事業における総水道使用量の約

4.7％を占めるにすぎないというのである。このように給水契約者の水道使用量に大きな格

差があるにもかかわらず、上告人の主張によれば、本件改正条例による水道料金の改定にお

いては、ホテル等の大規模施設に係る給水契約者を含む別荘以外の給水契約者の 1 件当た

りの年間水道料金の平均額と別荘給水契約者の 1 件当たりの年間水道料金の負担額がほ

ぼ同一水準になるようにするとの考え方に基づいて別荘給水契約者の基本料金が定められ

たというのである。公営企業として営まれる水道事業において水道使用の対価である水道

料金は原則として当該給水に要する個別原価に基づいて設定されるべきものであり、この

ような原則に照らせば、上告人の主張に係る本件改正条例における水道料金の設定方法は、

本件別表における別荘給水契約者と別荘以外の給水契約者との間の基本料金の大きな格差

を正当化するに足りる合理性を有するものではない。 

「個別原価主義」に照らしつつ、施設規模を拡大させる要因を作り出した別荘保有者（「住

民に準ずる地位にある者」）の基本料金を、「住民」の基本料金よりも高額に設定すること自

体は平等原則に反しない。ここでは、平等原則を適用するに当たり、誰と誰とを、どのよう

な基準で比較するか、ということが問題となる35。 

（三）問題の所在 

（1）平成 18年最判 ―― 合理的な区別か否か 

平成 18年最判は、「個別原価主義」に照らしつつ、区別を正当化できるかを問題にした。

そして平成 18年最判は、住民と住民に準ずる地位にある別荘保有者とを区別する可能性自

体は認めている）。 

（2）公公協働において水道料金を合理的に区別する可能性？ 

平成 18年最判を踏まえると、地区毎に水道料金を割高に設定することが合理的な区別に

なるのはどのような場合か、ということを問題にできるようにも思われる。 

35 平成 18年最判で問題となった事案においては、原審と最高裁とで、平等原則の基準の設

定について異なる考え方が示されている。参照、増田稔「判解」最高裁判所判例解説民事篇平

成 18年度（下）804頁（818頁以下、特に原審の難点につき 819頁）。 
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→ 前述の立案担当者の見解をどのように考えるか。

→ 新水道事業の水道料金を設定するに当たり、旧水道事業の施設更新の度合い（旧水道

事業者の設備投資不足）に応じて、旧水道事業の事業範囲毎に異なる水道料金を（激変緩和

措置ではなく恒久的に）設定することは適法か? 

→ この他、激変緩和措置として一定期間、旧水道事業の事業範囲毎に異なる水道料金を

設定することは水道事業者の裁量として許容されるか、ということも別途問題となる。 
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四 地方公共団体と指定管理者とが締結する協定 

先に見たとおり、行政契約は公公協働か公私協働かを問わず問題になる。ただし本稿では

議論の範囲を限定するため、地方公共団体と指定管理者とが締結する協定（以下単に「協定」

という）に絞って検討を行う。 

一 「協定」の意義 

（一）「地方自治法の一部を改正する法律の公布について（通知）36」 

第 2 公の施設の管理に関する事項 

…… 

1 指定管理者に関する事項（略） 

 

2 条例で規定すべき事項  

（1）指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要

な事項は条例で定めることとされており、その具体的な内容は以下のとおりであること。

（第 244条の 2第 4項関係）（略） 

（2）旧法第 244条の 2第 4項及び第 5項と同様、指定管理者制度においても、利用料金

を当該指定管理者の収入として収受させることができることとし、当該利用料金は、公益上

必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるもの

としていること（第 244条の 2第 8項及び第 9項関係）。 

（3）指定管理者に支出する委託費の額等、細目的事項については、地方公共団体と指定

管理者の間の協議により定めることとし、別途両者の間で協定等を締結することが適当で

あること。 

3・4（略） 

（二）「平成 20年度地方財政の運営について37」 

(8)指定管理者制度の運用 

平成 15年度に導入された指定管理者制度は、導入後 5年を経過し新たな指定管理者の選

定に入ろうとしている団体が多いと見込まれるところであり、運用に当たっては以下の事

項に留意し、その在り方について検証及び見直しを行われたい。 

ア・イ（略） 

ウ 指定管理者との協定等には、施設の種別に応じた必要な体制に関する事項、リスク分

担に関する事項、損害賠償責任保険等の加入に関する事項等の具体的事項をあらかじめ盛

 

36 「地方自治法の一部を改正する法律の公布について（通知）」平成 15年 7月 17日総行行

第 87号総務省自治行政局長通知。 

37 「平成 20年度地方財政の運営について」平成 20年 6月 6日総財財第 33号総務省総務事

務次官通知（https://www.soumu.go.jp/main_content/000022469.pdf）。 
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り込むことが望ましいこと。また、委託料については、適切な積算に基づくものであること。 

「指定管理者との協定等に関する留意事項として、施設に応じた必要な体制（物的・人的）

に関する事項、損害賠償責任の履行の確保に関する事項（保険加入等）、指定管理者変更に

伴う事業の引継ぎに関する事項。修繕費等の支出について指定管理者との適切な役割分担

の定め、自主事業と委託事業についての明確な区分、地方公共団体側の事情で予算（委託料

等）が削減された場合等を想定し、指定管用者側と協議の場を設ける等の適切な定めが求め

られている。38」 

二 「協定」の法的性質 

（一）「協定」の法的位置付け 

法律上は、指定管理者の指定（行政庁の処分、地自法 244条の 2第 3項）39のみが定めら

れており、地方公共団体と指定管理者との「協定」については定めがない。 

（二）「協定」の法的性質 

このように地方自治法が協定を規定していないため、「協定」が附款（行政庁の処分）40

と、（公法又は私法上）の（請負又は委任41）契約42とのいずれであるか、あるいは折衷的な

もの43かにつき、見解が分かれている44。 

38 宮脇淳（編著）、井口寛司＝若生幸也『指定管理者制度 問題解決ハンドブック』（東洋経

済新報社、2019年）136頁以下。 

39 参照、板垣・前掲註（31）29頁以下等。 

40 大分県総務部行政企画課「指定管理者制度運用ガイドライン（令和 7年 2月改定版）」（ht

tps://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2233030.pdf）9頁は、工藤・後掲註（41）を

引用しつつ、「①協定は契約ではなく、『指定』という行政処分の附款であると考えられること

②指定管理の法的性質は、『仕事の完成』を約する『請負』ではないことなどの理由から、協定

書は『請負に関する契約書』に該当するものではなく、基本的に印紙の貼付は不要と解釈して

差し支えない。」とする。 

41 委任契約説を採用しているように見えるものとして、工藤学「最近の地方研修会等におけ

る質疑応答について」地方自治 740号（2009年） 67頁（68頁）。 

42 参照、京都市「京都市公の施設の指定管理者制度運用基本方針」（https://www.city.kyot

o.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000026/26365/shishin_qa_koushin.pdf）23頁。

43 大阪高判平成 19年 9月 28日（平 18（行コ）102号）。 

44 各地方公共団体の見解につき、参照、一般社団法人指定管理者協会「協定書の現状と課題

――時代と共に変化した制度運用と協定書アップデートの必要性」（2022年）（https://www.sh

iteikanri.org/Portals/0/pdf/teigen/R4_teigen.pdf）6頁以下。 
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（三）「協定」の法的性質が影響を及ぼす事項 

（1）収入印紙の貼付 

「協定」が附款又は委任契約であれば、収入印紙の貼付が不要。他方、協定が請負契約で

あれば、収入印紙の貼付が必要（印紙税法 2条、別表第 1表第 2号）。 

（2）両当事者の権利義務の設定 

「協定」において後述第 4 章第 3 節で挙げるような事項を定めたい場合、当該協定が行

政主体及び私的主体に権利を付与し、及び義務を課すことになる。そうすると当該協定を行

政庁の処分である附款とみなすことは、行政庁の処分の定義45から難しいように思われる。 

（3）合意解除の可能性（後述） 

三 協定において定めるべき事項 

（一）協定において定めるべき事項 

公公協働にせよ公私協働にせよ、事業の内容、事業の実施方法、事業を終了する際の措置、

事業における末端消費者と事業主の契約関係に関する規律（約款の決定手続等）、公の職員

の取扱いは、行政契約において記載すべき基礎的な事項と考えられる46。 

その上で、「協定」において定めるべき事項の例として、①権利・義務の譲渡の原則禁止、

②受託企業の一部又は全部が独禁法違反に該当した場合等の事業契約締結に関する地方公

共団体の留保権、③第三者利用に関する地方公共団体の承認権、④受託企業による人員確

保・教育・訓練実施、⑤モニタリングに関する専門家・外部機関の活用、⑥VE 提案、⑦災

害・事故対応に関する方法、⑧物価変動、⑨任意解除・協議解除、⑩施設更新請求権、⑪事

業自体に起因する住民運動・訴訟に対応する地方公共団体の義務、⑫各当事者の組織、関係

者協議会、⑬地方公共団体の職員の受託事業者が行う研修等への参加権等を挙げることが

出来る47。 

45 「行政事件訴訟特例法 1条にいう行政庁の処分とは、所論のごとく行政庁の法令に基づく

行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のう

ち、その行為によつて、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上

認められているもの」（最一小判昭和 39年 10月 29日民集 18巻 8号 1809頁）。 

46 これらの要素を必要的記載事項とするべきか、ということは別途問題になり得る。なお、

事業を終了する際の措置を定めなかったがために生じた紛争につき、参照、第 5章。 

47 参照、鈴木崇弘「PPP 形態別の契約上の課題」地方公営企業連絡協議会『公営企業の官民

連携、広域化、脱炭素化等の取組に関する調査報告書』（地方公営企業連絡協議会、2024年）1

頁（24頁以下）。 

－56－
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（二）協定において定めるべき事項の参照点 

「公私協働契約のいずれもが公・私の責任明確化を任務とすること、期間の長短・業務の

幅については異同があるものの中核となる業務については同様であること、公私協働契約

によって規律すべき事項については一般的に共通性が見られる48」。 

ここから、PFI契約に関するガイドライン49等は、多くの公私協働契約にとって参考にな

ると思われる。さらに、公公協働において規律すべき事項は、公私協働契約においても規律

すべき事項である場合があり得ることから、公公協働における行政契約にとっても PFI 契

約に関するガイドライン等は参考になる可能性がある。 

（三）法律による制御 ―― 行政契約の自由度をどの程度制限するべきか 

契約に関して行政の意思表示に認められる裁量や私人の自由をどの程度法律により狭め

るべきか、言い換えれば、清浄にして豊富低廉な水の安定定的・持続的な供給という公益（参

照、水道法 1条）を理由として契約の自由度をどの程度制限するべきか、ということが問題

となる。 

四 補論 ―― 指定管理者の指定 

（一）問題の所在 

①指定管理者において処分を介在させる理由は何か。

②行政庁の処分とその附款（いずれも行政庁の処分である）という構成ではなく、行政庁

の処分と行政契約という構成を採用する理由は何か。 

（二）公の施設における利用関係 

（1）公の施設における利用関係を設定する行為の類型 

公の施設に関する地方公共団体と私人との目的内50利用関係を形成する行為は、「自由使

用（一般使用）、許可使用、特許使用（特別使用）、契約使用51」のいずれかである。 

このうち許可使用又は特許使用においては、行政庁の処分（申請に対する処分）が用いら

48 鈴木・前掲註（47）1頁。 

49 民間資金等活用事業推進会議決定「契約に関するガイドライン――PFI事業契約における

留意事項について――」（2025年 6月 4日）（https://www8.cao.go.jp/pfi/hourei/guideline/

pdf/keiyaku_guideline.pdf）。 

50 なお、 公の施設に関する地方公共団体と私人との目的外利用関係を形成する行為も行政

庁の処分である（地自法 238条の 4第 7項）。この目的外使用許可の権限は、指定管理者の指定

では指定管理者に委ねられな。このため、指定管理者が指定された場合であっても、地方公共

団体の長が目的外使用許可の権限を有する。 

51 松本英昭『新版逐条地方自治法〔第 9次改訂版〕』（学陽書房、2017年）1101頁。 
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れる（「公の施設を利用する権利に関する処分52」）53。これに対し契約使用においては、行

政契約が用いられる54。 

このように、公の施設の利用関係を形成する行為は多様であり、ここにおいては行政庁の

処分と行政契約とが互換性を有し得る55。 

（2）「公の施設を利用する権利に関する処分」の法的性質 

〔公の施設の――引用者註〕管理については、最も注目されるのは、管理の一環として、

指定管理者に対し、当該公の施設の利用許可を行う権限が付与されたことである（同法 244

条の 4第 1項参照）。株式会社であっても、指定を受けることで、利用許可という処分を発

付する権限が認められたことになる。講学上の形式的行政行為であり、法形式上は利用希望

者に対する許可であっても、その実態は、申込者に対して施設の利用を認める（承諾する）

という意味で、民法上の使用貸借ないし賃貸借契約と変わらないからである。56 

契約的手法でも可能な公の施設の利用関係の設定は、権力的色彩が希薄である57。つまり、

公の施設の利用関係の設定を行政庁の処分にする必然性はない。 

（3）指定管理者の指定 

ただし、権力的色彩が希薄な公の施設の利用関係の設定であっても、当該設定が多人数に

よる利用関係を調整する必要がある場合58、法律や条例が、行政庁の処分である「公の施設

を利用する権利に関する処分」を指定することがある。この場合には、指定管理者は、公の

施設を管理するにあたり、行政庁の処分を行えなければならない。 

ここで、行政庁の処分の定義上、契約により私的主体に行政庁の処分を発付する権限を付

与することは認められない。ここから公の施設の利用関係の設定が行政庁の処分であるな

52 参照、平成 26年法律 69号による改正前及び現在の地自法 244条の 4第 1項。 

53 例えば近時の事例である大阪高判令和 5年 5月 11日（令 4（ネ）274号）で問題となった

のは、宝塚市立地域利用施設条例 13条に基づく利用許可の取消しである。 

54 本稿で問題とする水道（＝公の施設）に関しては、地方公共団体と私人とが、水道法 15

条 1項に基づき給水契約（有償双務契約））を締結する。参照、水道法制研究会・前掲註（12）

352頁、板垣・前掲註（31）36頁。 

水道法 15条 1項に類する規定として、道路運送法 13条等がある。 

55 行政庁の処分を代替する行政契約につき、鈴木崇弘「行政庁の処分（権力関係）と行政契

約（非権力関係）との『はざま』（上）」法律時報 97巻 9号（2025年）104頁（107頁以下）。 

56 板垣・前掲註（31）31頁。 

57 ただし、大國羊一「公の施設の管理委託について」地方自治 451号（1985年）118頁（126

頁）は、地方自治法 244条の 4が法定されていることに鑑み「公の施設の利用関係を生ぜしめる

利用許可権限は、権力的色彩の薄い公物管理権に該当し、無条件で管理委託の範囲に含まれると

解することには疑問を感じます」。と指摘する。 

58 参照、柳庸夫「地方自治法逐条問答＜217＞」地方自治 278号（1971年）85頁（90頁）。 

－58－
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らば、指定管理者の指定は、行政庁の処分による必要がある59。 

このように考えると、指定管理者において指定が「行政庁の処分」である理由は、私的主

体に「公の施設を利用する権利に関する処分」を委ね得るようにするためと考えられる60。 

ただし、公の施設の利用関係の設定を行政庁の処分から行政契約へと法律上変更するな

らば、指定管理者の指定も行政庁の処分から行政契約へと変更することが可能であろう。 

この他、水道事業のようにそもそも行政契約で公の施設の利用関係を設定するような事

業の場合、指定管理者を行政庁の処分により指定する必要はないのかもしれない。 

59 公の施設の利用許可権限を委託できるかに関しての従前の争いにつき、稲葉・前掲註（21）

691頁。 

60 公共施設等運営権において、公共施設等運営権の設定（PFI法 16条）という行政庁の処

分が用いられる理由につき、倉野泰行＝宮沢正知「改正 PFI法の概要（4）――公共施設等運営

権制度（2）（運営権導入の手続）――」金融法務事情 1928号（2011年）94頁（96頁）は、

「運営権制度においては、従来型の PFI事業と同様に契約によって権利が発生することとなる

と、当該権利を物権とみなすことが法的に困難となることから、運営権の設定という設権行為

（講学上の特許）に基づき施設を運営する権利が付与されることとしている」と述べる。 

又、公の施設の使用料（地自法 225条）の徴収は、行政庁の処分（不利益処分）である（地

自法 229条 1項）。ここで、指定管理者に使用料を徴収させる場合、地方公共団体の長は、244

条の 2第 3項に基づきしていされた指定管理者を、地自法 243条の 2第 1項に基づき更に指定

しなければならない（243条、243条の 2第 1項、243条の 2の 4第 1項、地自法施行令 173条

の 2第 1項）。柳・前掲註（58）89頁以下は、使用料の徴収を執行機関の専属権限とみる一

方、権力的事務とは見ていないように思われる。 

このように、公私協働において行政庁の処分を介在させる理由は様々である。 

－59－
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五 公公協働・公私協働の終了 

一 公公協働・公私協働の終了に関する法律 

（一）公公協働 

一部事務組合 ―― 解散（地自法 288条ないし 290条） 

広域連合 ―― 解散（地自方 291条の 10、291条の 11） 

（二）公私協働 

指定管理者 ―― 指定の取消し（地方自治法第 244条の 2第 11項） 

PFI事業 ―― なし 

公共施設等運営権 ―― 公共施設等運営権の取消し等（PFI法 29条） 

二 名古屋高裁金沢支判令和 5年 4月 29日判地自 506号 94頁 

（一）問題の所在 ―― 指定管理者制度において合意解除は可能か 

（二）事実の概要 

平成 28年 12月 28日、X（原告・富山市）は、Xが保有するとやま古洞
ふるどう

の森自然活用村（以

下「本件施設」という61。）の指定管理者に Y（被告）を指定した。平成 29年 3月 21日、X

と Yは、本件施設の管理運営に関する契約（以下「本件契約」という）を締結した。本件契

約には、管理業務の範囲（2条）、指定機関（4条）、管理業務委託料（5条）、指定の取消等

（14条62）が定められていた一方、途中解約については定めが置かれていなかった。 

本件施設単体での Yの利益状況は、平成 29年度で 1433万円の経常利益、平成 30年度は

僅かに黒字であり、平成 31年 4月以降においても良くなることはなかった。 

令和元年 10月 11日、Yは、Xの担当者 Cに修繕費の負担や管理業務委託料の増額等が出

来るか、増額等が出来ない場合は金融機関から本件施設の管理を撤退するよう強く要請さ

61 本件施設は令和 5年 3月 31日閉館した。その後、令和 7年 4月 26日、本件施設中、温泉

施設については「古洞の森温泉」としてリニューアルオープンをした。参照、富山新聞「温泉

復活、住民沸く 富山・古洞の森 壁や床、内装も一新」（2025年 4月 30日）（https://www.h

okkoku.co.jp/articles/tym/1730719）。 

62 第 14条 Xは、Yが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、被告に対しその状況

を確認のうえ、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停

止を命ずることができる。 

１ 地方自治法……244条の 2第 10項の規定による報告の要求、調査又は指示に対して、これ

に応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき 

２～４（略） 

５ 団体の経営状況の悪化等により管理業務を行うことが不可能又は著しく困難になったと

き。 
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れていることから撤退できるか、本件契約の期間中の解約は出来るか質問をした。 

令和元年 11月 15日、Cは、本来は撤退できないが、本件契約 14条 5号を適用すれば撤

退は可能かもしれないとの話をした。同日、Cは Yに撤退に関する理由をメールで提出して

ほしい旨、要請した。 

令和元年 11月 22日、Yは Cに対し、撤退に関して、おおよそ「本件施設の管理運営業務

について、施設の業績が大きく落ち込んでおり、管理運営業務の継続が著しく困難な状況で

あります。これまでは管理業務委託料で営業赤字分を補ってまいりましたが、今年度は管理

業務委託料では補いきれずに本件施設単体の大幅な赤字も見込まれ、次年度以降も回復の

見通しが立っておりません。各金融機関からも強い撤退要請がでており、弊社としても抗弁

する材料を持ち合わせておりません。このように契約時と現在では社会環境も大きく変化

しており、これ以上の運営は極めて困難と考えております。つきましては令和 2年 3月 31

日をもって管理運営業務を計画的に終了したくここにお願い申し上げます。」という内容の

メールを送信した。これに対し Cは、「本件施設単体の事情では取消理由にならないことか

ら、被告の会社自体の業績悪化を理由とし、その具体的な内容を記載するように」等の指導

をした。これを受け令和元年 11 月 27 日、Y は C に対し「本件施設の管理運営業務につい

て、弊社の経営状況の悪化により管理運営業務の継続が著しく困難な状況であります。昨年

度は 40676 千円の赤字、また今年度も 10 月締めの時点で 34239 千円の赤字となっており、

年度末までの黒字化は困難と見込んでおります。令和 2年 3月 31日をもって管理運営業務

を終了いたしたくここにお願い申し上げます。」という内容のメールを送信した。 

Xは、指定管理者の指定の取消しに係る聴聞を経た上で、令和元年 12月 18日、令和 2年

4月 1日をもって Yの本件施設にかかる指定管理者の指定を取り消した（以下、「本件取消

し」という）。本件取消しの通知書備考欄に、Yが本件契約 4条 1項で定めた指定期間の管

理業務を継続できなくなったことにより原告に損害が発生した場合は、賠償を請求する旨

の記載があった。 

（三）名古屋高裁金沢支判令和 5年 4月 29日判地自 506号 94頁 

……Yは、本件施設単体で赤字が見込まれて回復が見通せないことから、本件施設の管理

業務からの撤退を希望していたものであるが、これは上記の指定取消しの事由〔本件契約 14

条 5号――引用者註〕には当たらないため、Xの担当者である Cが、経営状況の悪化という

ものを適用すれば撤退が可能かもしれないと示唆し、さらに、Yの Dが送信した理由書の文

案……に対して、本件施設単体の事情では取消し理由にならないので、Y自体の業績悪化を

理由とし、その具体的内容を記載するように教示して、Yにおいて会社の経営状況の悪化に

より管理運営業務の継続が著しく困難であるという理由書……を作成させたものである。

この一連の経過からすれば、Xは、本来であれば Yに指定取消しの事由がないにもかかわら
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ず、理由書の記載を操作することで、実体とは異なる指定取消しの要件を満たすような外形

を整え、Yの管理業務からの撤退を容認したものといわざるを得ない。指定取消しは Yが撤

退するための形式にすぎず、その内実は合意解約であるとの原審の判断は正当である。 

Xは、本件において合意解約が成立するとしても、損害賠償をしないとの合意をしたこと

はないと主張する。 

しかし、本件契約を合意解約したのであれば、Yは、以後、債務を履行する義務を免れる

のであるから、合意解約以後の債務を履行しなかったとしても、原則としてこれを理由に債

務不履行責任を問われることはない。 

もっとも、債務不履行に基づく損害賠償請求権を行使することを留保して解約を合意し

た場合には、合意解約以後の債務を履行しないことを理由とする損害賠償請求は妨げられ

ないと解されるが、本件では、本件取消しまでに X が Y に対し損害賠償請求権を行使する

ことを留保したことを認めるに足りる証拠はない。本件取消し以前に損害賠償の可能性に

ついて説明することが可能であったことは、原判決……に記載のとおりである。 

なお、Xは、指定管理者指定取消通知書……において損害賠償請求をする可能性を予告し

ているが、これが遅きに失することは前記(2)で説示したとおりである。 

Yには指定取消しの事由がないにもかかわらず、Xは指定取消しを求めるための理由書の

記載内容を教示してまで Y の撤退を認めたものであり、にもかかわらず損害賠償を請求す

るのであれば、損害賠償請求があり得ることを予告した上で、Yに対し、損害賠償を支払っ

てでも撤退するか、本件施設の管理業務を継続するかの選択の機会を与えるべきである。 

（四）合意解除 

指定管理者の指定において地方公共団体と指定管理者との間で行政契約が締結されると

解するならば、合意解除は当然認められると考えられる。 

ただし、合意解除により消滅するのは行政契約だけであり、依然として指定の法的効果

（「規律」）は存続していると考えられる。そうすると地方公共団体は、別途、地方自治法 244

条の 2第 11項に基づかずに、指定の撤回（行政庁の処分）をする必要があるのではないか。 

→ この場合の撤回は、授益的な撤回であり、侵害留保からすると法律の根拠は不要と考

えるべきか。しかし、この場合の撤回も、指定管理者の地位を剥奪することから侵害的な撤

回であることには変わりはない（だからこそ行政手続法第 3章が適用される）ことから、侵

害留保からすると法律の根拠は必要ではないか。 

（五）地方自治法 244条の 2の課題 

地方自治法 244 条の 2 第 11 項は、指定管理者が同条 10 項「の指示に従わないときその

他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき」について指定の
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取消し等が出来る旨を定める。他方、地方自治法 244条の 2は、本件のような事態63を少な

くとも制定当時は想定していないようにも思われる。 

→ 地方自治法 244条の 2を拡充する必要があるのではないか。

63 指定管理者の経営困難等による撤退（指定返上）の件数につき、参照、総務省自治行政局

行政経営支援室「公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果」（令和 7年 7月）

11頁。 
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おわりに ―― 公営企業（法）の持続可能性 

一 公営企業の持続可能性 

水道法 6 条 2 項の原則を維持できる大規模地方公共団体と、維持できない小規模地方公

共団体とを分けて持続可能性を模索していく必要があるのではないか 

ただし、大規模地方公共団体であっても避けられない職員の減少等の、地方公共団体の規

模を問わず（程度の差があることは確かであるが）問題になる事項もある。 

これら二つの問題群を切り分け、個別に検討する必要がある。 

 

二 公営企業法の持続可能性 

（一）公公協働・公私協働に関する法的仕組みの縮小、維持、拡大 

公営企業法の持続可能性という観点においては、複雑な法的仕組みの縮小、維持、拡大を

検討する必要がある。 

仮に、小規模自治体にとっても使い勝手の良い法的仕組みを用意するのであれば、職員が

1人だけであっても使えるような「スリムな法制度」が求められているのかもしれない。 

他方、具体的な枠組みの検討を比較的余力のある都道府県が行うのであれば、現状を維持

し、あるいは拡大する方向性もあり得るように思われる。 

（二）事業法の見直し 

水道法 6条 2項の原則・例外が実務上も法的にも部分的に崩れつつある。そうすると、水

道法 6条 2項を改めて検討するべきではないか。 

（三）協定（行政契約）の統制 

公公協働にせよ公私協働にせよ、具体的な事案毎に適切な法関係を形成できる協定（行政

契約）の積極的な活用は必要不可欠と考えられる。他方で、協定（行政契約）の行政法的な

制御がほとんどなされていない点は気になる（例外的に公共施設等運営権実施契約は、PFI

法 22条により、行政法的な制御が行われている）。 

確かに、通達等の行政規則（内部法）が、地方公共団体の意思表示を一定程度制御してい

ると言える。しかしながら、行政規則は、私的主体の意思表示を制御できないことはもちろ

ん、協定（行政契約）の大枠を法的定めることもできない。 

→水道事業が公共の福祉に資する事業である、ということに由来する協定（行政契約）を

行政法的に制御する必要性と、協定（行政契約）が事案毎の法関係を規律する、ということ

に由来する協定（行政契約）を行政法的に制御しない必要性とをどのように調和させるか。 
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第３回 





２１世紀地方自治制度についての調査研究会（令和７年度） 

（第３回）議事要旨 

１ 日 時  令和８年１月１３日（火）１７：００～ 

２ 場 所  （一財）自治総合センター 大会議室 ※WEB会議併用 

３ 出席者  小野 悠 豊橋技術科学大学建築・都市システム学系准教授 

河合 晃一  筑波大学人文社会系准教授 

鈴木 崇弘  九州大学法学研究院准教授 

高田 倫子  大阪公立大学大学院法学研究科教授 

田代 滉貴  岡山大学学術研究院社会文化科学学域准教授 

堀澤 明生  東北大学大学院法学研究科准教授 

松本 朋子 東京理科大学教養教育研究院神楽坂キャンパス教養部准教授 

宮森 征司 新潟大学法学部准教授 

山羽 祥貴 東京都立大学大学院法学政治学研究科教授 

渡邉 有希乃 専修大学法学部准教授 

４ 概 要  

マンションへの公的介入と自治体の苦闘

（堀澤構成員から資料に基づき説明） 

○ マンションの除去や建て替えを管理組合で自律的に実施している事例や、グッドプラ

クティスはあるか。同様に、自治体の介入によりうまくいくケースのポイントがあれば

伺いたい。 

○ 現状、マンションの建て替えというのは極めて件数が少ないので、管理状況が改善

するケースについて申し上げると、条例により、管理不全マンションに対して自治体

がマンション管理士を派遣する取組がある。先進的な自治体では、積極的に職員がマ

ンションへ行き、「おせっかい型」で管理士を派遣し、区分所有者を説得して管理状況

を改善する事例もある。 
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○ マンション管理における自治体の役割について、建築主事が建築基準法による修繕

命令・除却命令を出すことはできないのか。また、市町村と都道府県の連携が課題と

されているが、実際にどのような問題が生じているのか。 

 

○ 建築基準法に基づく修繕命令・除却命令は、管理が完全にうまくいかなくなった後

にくるであろう、し外部不経済が顕在化している状況にあるマンションに対して行う

ことができるものであり、マンション法の現場からすると、介入するタイミングとし

て遅すぎるという理解である。また、権限が分属化していることに対する課題とし

て、そもそも自治体にマンション専門の部署がない場合があることがあげられる。管

理適正化法を扱う市町村職員は工学的な専門知識を有していないことも多く、適切な

修繕等がなされていないマンションへ行き、助言、指導を行うことができるのかは課

題となる。 

 

○ マンション管理組合を地域コミュニティや地域団体としてどう評価するかという問

題があると思っている。マンション法制において、管理組合はマンションに関する決定

を行う団体として整理されているが、機能しないことを前提に制度改正が進んでいると

理解している。一方で、住民自治の観点からすれば、マンションという人のまとまりを

無視することはできず、地域における役割付与等について考える必要がある。こうした

観点から、資料において示された、平成１９年の簡易裁判所の判例に対するご見解・ご

関心はあるか。 

 

○ 管理組合が町内会に一定の支出をしていた事例は存在し、人の数に応じて町内会費が

増加する立て付けは否定されやすい一方、提携の趣旨と町内会費との対応関係が明らか

な場合には管理組合から町内会へ金銭を支払うことを認めた下級審判決も存在するこ

とから、管理組合と町内会の合理的なつながりを認める流れは根強くあるようである。

特に防災の観点からも、普段から管理組合と町内会の良好な関係を作っておく必要があ

り、各自治体のマンション管理適正化推進計画においても、町内会との関係について記

載する例が多く見られる。 

 

○ 建物の寿命について何らかの法則性があるのか気になっている。欧米には１００年物

の建物が多く存在している。日本における建物へのリスクとして、地震等の自然災害が
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あげられるが、このようなリスクは建物の寿命の中でどのように議論されているのか。 

○ マンションが１００年もつといわれる理由は、あくまでも構造的な強さにある一方で、

修繕は不可欠である。特にタワーマンションについては、今後集中的なタイミングに生

じる修繕を、今後も持続可能な収支で実施できるのかが課題となるのではないか。また、

地震等のリスクについては、過去の事例が乏しく、十分に評価されていない面があり、

タワーマンションがどのようなリスクに対応する必要があるのかについては、慎重に判

断していく必要がある。 

○ 居住者が高齢者のみとなり管理が行き届かなくなっているマンションに対して、行政

が積極的に介入していくことはポジティブに捉えられる要素があるのではないか。また、

空き家問題との違いについては、空き家が外部不経済の状況となった場合には、行政代

執行という手段を執ることができる一方、マンションは規模が大きく、誰がどのように

対応すべきかわからない状態に陥りやすい点で性質が異なると感じている。 

○ 居住者の高齢化が進み、「スポンジ化」したマンションについて、行政が専有部分管

理命令を行ったり、相続財産の管理人の選任を促したりすることが一定の選択肢になり

得るのではないか。また、マンションに対する代執行により、建物の効用を増進させて

はならないとも考えられており、危険防止のための最低限の措置が限界と整理されてい

る。この点、自治体住民の税金を財源とすることとの関係から一定の合理性はあるが、

今後もその整理でよいのかは疑問が残る。 

住民参加のスマート化による参加型ガバナンスの再設計 －自治会ＤＸの可能性－ 

（小野構成員から資料に基づき説明） 

○ 自治体のデジタルデバイド解消事業として、民間事業者へ委託し、スマホやタブレッ

ト端末の使い方等の教室を開催している事例は承知しているが、それでも自治会の中に

はアプリの使用になじめない方も一定数いると思われる。このようなデジタルデバイド

の問題に対し、関わってきた事業の中でどのような対応をされてきたのか。 

○ デジタルデバイドについては過渡的な問題であり、高齢者のインターネット等使用率

から見ても、この先１０年程度で解消される問題だと思っている。また、自治会長に対
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するアンケートの結果を分析すると、年齢によって一律に拒否感があがるわけではなく、

インターネット等のデジタルツールを使っていない人からの拒否感が強く見られるこ

とから、そのような人に向けて、丁寧な説明や、最初のアクセスのサポートをしていく

ことで抵抗感がなくなっていくものと認識している。 

○ プロジェクトを進めていく際に重要となるファシリテーター役は、どのような方が担

っているのか。また、自治体がファシリテーター役を担っている好事例はあるか。 

○ ファシリテーター、ＤＸを通じてどのような地域や自治会を実現したいのかというビ

ジョンづくりを支援できると同時に、技術にも一定の理解を持ち、アプリ開発事業者と

自治会・自治体の間の意図や課題を翻訳しながら調整できる人材が望ましい。他方で、

そのような人材は限られており、すべての自治会に個別に配置することは現実的ではな

い。そのため、先進的にＤＸに取り組んでいる自治会の担い手が、ノウハウや経験を持

ち寄り、自治体間で学び合える仕組みを構築することが有効と考えられる。これにより、

各自治会の資源や地域特性を生かした取組の横展開が期待できる。自治体には、こうし

た自治会間の学びや連携が生まれる場を設計・支援する役割が求められる。 

○ 自治会へのＤＸの導入によりむしろ損なわれる価値があるとすれば、どのようなもの

が挙げられるか。また、自治体ごとに、あくまでも任意団体である自治会に求める役割

が異なっていると思うが、取組の違いについて見解を伺う。 

○ 自治会ＤＸの代表例である電子回覧板について、従来の回覧板を回す際の訪問を通じ

た安否確認等のつながりが切れてしまうことが懸念点として寄せられている。一方で、

回覧板を回す負担を減らすことで、親睦を深めるためのイベント等の開催に労力を割く

ことができ、つながりが強化されたという事例もあることから、ＤＸ化は必ずしもつな

がりを弱めるものではないのではないか。また、実態として自治体ごと自治会に求める

役割が異なることも事実だが、デジタル化により効率的な情報発信等を行うためにも、

自治体単位で方針を揃えることが必要なのではないか。 

○ ＤＸというのは、既存のものをデジタル化するという認識が強く、特に若い世代から

アナログとの併用により、加重負担になるのではないかという声が聞かれている。その
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ような、本来効率化されるべきであるデジタル化で、効率化がなされていないという意

識が広がったとき、どのようなアプローチが考えられるか。 

○ 基本的に、デジタルとアナログの併用は一時的なものと認識しているが、まずは３年

間など一定の期間で試行的に運用し、その後の運用は試行期間を踏まえて検討すること

で、負担感を減らすことができるのではないか。 
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21世紀地方自治研究会 2026年 1月 13日 

マンションへの公的介入と自治体の苦闘 

東北大学大学院法学研究科准教授 堀澤明生 

一 マンション法概観 

１ 区分所有とマンション  

２ マンションをめぐる社会的情況 

二 マンションをめぐる法の歴史 

➢ 総評――所有権法から共有法・団体法を経て都市法へ？：「所有権の絶対性」の低下

私法としての区分所有法とその特例法としての被災区分所有建物再建特別措置法 

公法としての管理適正化法と建替え等円滑化法 

１ 昭和 37年区分所有法段階の構想  

２ 昭和 58年法：団体法への萌芽 

 建替え決議の導入 

３ 平成 14年法＋同時期の管理適正化法、円滑化法の導入： 

マンション法の公法部分の始まり：建替えに関する事業手法、マンション管理の業法的規制

４ 平成 26年円滑化法改正：建替え以外の選択肢の導入、要除却認定制度 

５ 令和３－４年建替え等円滑化法・管理適正化法の改正： 

要除却認定事項の拡大 

管理適正化推進計画、管理計画認定制度の導入：ソフト面への行政の伴走支援が本格化 

６ 令和 7年老朽化マンションの管理及び再生の円滑化を図るための区分所有法等改正 

  区分所有法：区分所有者間の合意形成の円滑化、財産管理制度、決議要件の緩和、再生等の決議

内容の多様化。 

  管理適正化法：助言指導勧告権限の拡大など 

  再生等円滑化法：意思形成部分は区分所有法に委ね、拡大した再生等の事業手法に特化。危険有

害マンションへの建替え等に関する指導勧告権限。 

資料１ 
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21世紀地方自治研究会 2026年 1月 13日 

７ 総評 

マンション法の公法的領域の発達

自治体による対応に委ねられた領域の存在 

三 自治体の対応 

１ 届出制度の充実 

２ エンフォースメントの強化は可能か？ 
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住民参加のスマ ー ト化による参加型ガバナンスの再設計

ー自治会DXの可能性ー

豊橋技術科学大学小野悠

-
．

．

 

まちづくりにおける市民参加はいかにあるべきか
自治会は、 市民参加を支えてきた貴重な基盤であり、 その役割を次の時代に引き継ぐた
めには、 関わり方や仕組みを再設計していく必要があるのではないか

• • 
• ` 

9 ． し• ッ

資料２
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第４回 





２１世紀地方自治制度についての調査研究会（令和７年度） 

（第４回）議事要旨 

１ 日 時  令和８年２月３日（火）１７：００～ 

２ 場 所  （一財）自治総合センター 大会議室 ※WEB会議併用 

３ 出席者  小野 悠 豊橋技術科学大学建築・都市システム学系准教授 

河合 晃一  筑波大学人文社会系准教授 

鈴木 崇弘  九州大学法学研究院准教授 

高田 倫子  大阪公立大学大学院法学研究科教授 

田代 滉貴  岡山大学学術研究院社会文化科学学域准教授 

堀澤 明生  東北大学大学院法学研究科准教授 

松本 朋子 東京理科大学教養教育研究院神楽坂キャンパス教養部准教授 

宮森 征司 新潟大学法学部准教授 

山羽 祥貴 東京都立大学大学院法学政治学研究科教授 

渡邉 有希乃 専修大学法学部准教授 

４ 概 要  

住民参加のスマート化による参加型ガバナンスの再設計 －自治会ＤＸの可能性－ 

（第３回小野構成員説明） 

○ 自治会のＤＸ化においては、アプリ提供事業者や中間的な事業者が鍵となると思うが、

ある種の公的なインフラ機能を担っているこれらの事業者に対して、継続的な事業実施

義務のようなものはどのようにして課せられているのか。 

○ 公的なルールがあるというわけでなく、基本的には各自治体や自治会単位で事業者

と協定や契約を結んで実施しているものと承知している。 

○ ＤＸ化を進めるにあたり、行政が関与することで資金面の安定性などが担保され、

良い評判にもつながっていくのではないかと推測するが、これまで事例を見ていく中

で、行政が関与しているものとそうでないものの違いについて、感じていることがあ
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れば伺いたい。 

○ 自治会ＤＸは、自治体・行政が関与した方が事業として成立しやすい面はある。事

業者として、自治会に導入のサポートを手厚く行う必要があるが、個別の自治会ごと

に行うことは難しいため、自治会単位ではなく自治体単位での展開に方針を切り替え

るという話も聞く。一方で、自治体側の温度感や自治会との関係性には差があること

から、自治会が個別にツールを選択して対応しているところもある。将来的には平時

の情報共有や、災害時の迅速な情報伝達などの観点からも、自治体と自治会の連携は

不可欠であると考えるが、現状は様々な形態が発生している状況といえる。 

○ 自治会向けデジタルツールについて、国内ではオープンソース化された事例はまだな

いという認識でよいか。オープンソース化が進めば、企業によるサービス展開に加え、

自治体が人材を活用して内製化する選択肢も広がると考えられるが、今後そのような取

組が進む可能性について見解を伺いたい。 

○ 現時点では、自治会向けデジタルツールのオープンソース化の事例は把握していない。

地元企業が開発しているようなアプリは、ビジネス上、オープンソース化は難しい側面

がある一方、５年、１０年後、多くの人にそれらの技術が活用される時代となったとき、

コスト面も含め、オープンソース化が望ましい形になるのではないかと考えている。

標準化・共同化と行政ＤＸ 先行事例としての電子入札システムを題材に 

（渡邉構成員から資料に基づき説明） 

○ 資料７ページの分析について、都道府県と市町村を並列に扱って入札手続の電子化状

況を比較しているが、想定している入札は主に机購入等の物品調達であり、法的権限の

違いは大きな影響を及ぼさないと理解してよいか。すなわち、物品調達という観点では、

都道府県と市町村を同様のサンプルとして扱って差し支えないという整理でよいか。 

○ 都道府県と市町村では性質が異なるため、一括りにはできないが、物品調達や工事発

注といった同質性が高いものを、まずは同一サンプルとして扱った。他方、自治体の立

場による対応の違いにも関心がある。例えば、指定都市は共同化に参加しない一方、都

道府県は自力で電子化が可能でありながら、リーディング役として共同化の先頭に立っ

－110－



ている。その対比を示すことで、自治体ごとの姿勢や役割の違いが可視化できる点に示

唆があると考えている。 

○ システムの共同化が電子化率ゼロからの脱却を後押しするという結論は興味深い。他

方で、いったんゼロの状態を脱した後、自治体内部において電子化をさらに拡大してい

くためには、どのような促進要因が重要となるのか。 

○ 自治体内での利用拡大については、組織内の分権性、集権性が大きな要因となってい

ると考えている。各部局に発注・契約権限が分散している自治体では、従来の取引関係

を重視し、必ずしもシステムを利用しない判断がなされる案件があると聞く。小規模案

件や物品調達は各部局に委ねている自治体も多いことを踏まえると、こうした庁内の権

限配分と電子化の拡大の関係を今後掘り下げて検討していきたい。 

○ 同じ指定都市内など同区分の自治体内で生じている運用のバリエーションに着目す

ると面白いと感じている。例えば、マイナンバーカードによる戸籍謄本の取得でも、同

じ特別区でありながら対応が異なる事例が見られる。同様に、本分野でも同一区分の自

治体間で対応に差が生じる背景を、制度運用や政治的要因等から掘り下げることで、興

味深い研究となるのではないか。 

○ 庁内の発注権限を契約課等に一元化しているか否かが、電子化の拡大に影響している

のではないかという点について、どのように実証していくのかが課題ではないか。自治

体ごとに組織規模や構造が多様であるため、定量データによる分析が可能なのか、ある

いは首長のリーダーシップ等を含めて、ヒアリングベースの分析が中心となるのか、ど

ういったアプローチをかけていくことになるか伺いたい。 

○ 具体的な方法は今後の検討になるが、定量的には、入札の規約や規則等から金額に応

じた発注権限の所在など整理し、契約課への一元化の度合いを把握することが考えられ

る。一方で、海外研究に見られるように、庁内の組織文化や権限配分について職員への

ヒアリングを行う質的手法も有効であり、両者を組み合わせることが望ましいと考えら

れる。 
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地方自治体における生成AIの利活用について 

（事務局から資料に基づき説明） 

○ ＡＩ統括責任者は、行政の中にＡＩに関する組織を作り責任の所在を明確にするため

に置かれるものと認識しているが、実際に責任者や組織はどのような業務を担当するこ

とを想定しているのか。また、ＡＩが示す誤った情報について、注意書きとして誤りが

含まれる可能性を示すだけで足りるのか、ご意見を伺う。 

○ ＡＩ統括責任者や組織の役割は、ＡＩシステムを担当課において調達する際の全体監

督としての役割及びリスクケースへ対応する役割を担うことを想定している。また、Ａ

Ｉは精度を見極めた上で活用することが重要だと考える。翻訳などは９割後半の精度ま

で向上してきているとの話もあり、不安は技術の進展ととも軽減されていくと思われる。

一方で、完全にハルシネーションを解消することは難しいため、そのリスクを前提に使

い分けていく姿勢が必要ではないか。 

○ 現状は、ＡＩのない時代に訓練を受けた職員等が、ＡＩの成果物を事後的に確認する

体制であるが、今後ＡＩネイティブの職員が増えるなかで、ＡＩを使わせず基礎から業

務を習得させるのか、ＡＩ補助下で業務を行わせ将来的にチェックする側へ移行させる

のか、どの教育モデルを採るのかが問題となる。こうした世代に対し、現在想定してい

る問題意識で十分なのかという懸念がある。 

○ 多数の学生から提出されるフィードバックの整理に生成ＡＩを活用している。具体的

には、意見をＡＩに投入し、典型的な意見の類型化や主要なパターンの抽出を行い、そ

れを基に全体へのフィードバックを行っている。加えて、類型から外れるレアケースの

意見も抽出することで、従来から把握が難しかった少数意見への対応がしやすくなった

と考える。 

○ 自治体職員がＡＩの生成物を自己の判断として事後的に正当化する問題は、ＡＩ固有

のものというより、従来から存在してきた行政実務上の古典的な課題であると考える。

したがって、ＡＩ活用の問題として切り分けるだけでなく、行政手続法における理由提

示など、従来の統制手法がどのように活用し得るのかを検討することが考えられるので

はないか。 
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○ 現在行われている研究会における中間報告等の動向も見ていきたいが、まさに昔から

ある問題点ということは認識している。ただし、今後ＡＩがより身近になっていくこと

から問題がより顕在化していくことになると考えている。 

○ 生成ＡＩの技術的な定義について十分に理解できていない点があり、整理の考え方を

確認したい。これまで、チャットボットや保育所マッチングなどはＡＩ導入の事例とし

て紹介されてきたが、従来型のＡＩと生成ＡＩを区分した場合、チャットボットや保育

所マッチングなどは、従来型ＡＩと生成ＡＩどちらの事例に含まれるのか。どの業務を

従来型ＡＩと生成ＡＩのいずれに分類するのか、その整理の考え方を伺いたい。 

○ 示された２つの事例については、従来型ＡＩを用いる場合と生成ＡＩを用いる場合の

双方があり得る。ルールベースか機械学習かといった区分を基準に従来型ＡＩと生成Ａ

Ｉを分けるとすれば、択一式で答えが導かれるような業務は従来型ＡＩに含まれる。一

方、文書を入力し、その内容に応じて回答やマッチングを行うなど、生成機能を用いて

いると自治体が判断する場合は生成ＡＩに分類される。結果として、同種の業務であっ

ても、活用方法によっていずれの分類にも含まれ得る整理となっている。 

○ 「職員が何をチェックすべきか」という点については、ＡＩに担わせる業務内容に応

じて個別に判断せざるを得ない。メールの返事などの業務であれば職員による確認が可

能である一方、政策形成や意思決定に近づくにつれ、正解が明確でないため、「チェッ

ク」の意味自体が曖昧になる。職員のチェックとは何を、どの立場から行うのかについ

て、整理が必要ではないか。 

○ 考えが整理できているわけではないが、業務の内容によって類型化が進み、それぞれ

に応じた対応が必要になると考える。チェックの粒度や生成ＡＩの活用割合も事務の性

質によって異なるため、業務ごとに生成ＡＩとの向き合い方を判断していくことになる

のではないか。 

－113－





資  料





260203_21世紀地方自治制度についての調査研究会（令和7年度第4回研究会）

．

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

 

．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

 

．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．．

 

．
．
．
．
．
．

 

し
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

 

臀
ー．

 

．

．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

 

．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

 

．

．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

 

，

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9
疇
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

 

,
v
 ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 . 

→
 .
.
.
.
.
.
..
..
..
.
..
..
..
.
..
 ,

J
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 .
 

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

 

鴫

9
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 .
 

疇
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

 

—

 

ー
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

 

色
9
・

�

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.―

 

｀

 

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

 

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

 

｀
 

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

 

・

・

・

・

・

・

・

・
‘

．
．

 

．

 

標準化・共同化と行政DX
先行事例としての電子入札システムを題材に

渡邊有希乃（専修大学法学部）

ー

本報告の目的・概要

本報告の目的

●DXが持つ「標準化・共同化」への志向性と行政運営との関係を考察

►集権的イニシアチブが要請されることをどのように捉えるべきか

►標準化・共同化（・集権化）はDXの「何を」「 どのように」強化するのか

本報告の概要
... 

●公共入札手続の電子化を先行事例と捉えて検討

►2000年代初頭から進行；標準化・共同化を伴って自治体間に拡大

►システムの自治体間共同利用と庁内の電子化進行度との関係は？

●日本の行政DX全般をめぐる議論に還元

►DXによるBPRのた めの「標準化」？圏域連携を目指した「標準化」？

資料２

－117－

大輝 磯尾
長方形



－118－



－119－



－120－



－121－



－122－



資料３

－123－

大輝 磯尾
長方形

大輝 磯尾
長方形



－124－



   

 

 Artificial Intelligence
2025  

 

  
 

 

 

 

－125－



AI

－126－



－127－



－128－



－129－



－130－



－131－



18

－132－



514
29.9%

212
12.3%153

8.9%

842
48.9

%
41

87.2
%

6
12.8%

18
90.0

%

2
10.0%

－133－



AI

AI AI

AI

AI

KPI
AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI
AI

AI

AI

AI

－134－



AI
FAQ

AI WEB

AI

AI 24 365

24 AI

AI

AI

AI

AI

AI

－135－



CIO

－136－



－137－



－138－


	空白ページ
	空白ページ



